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○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 

令和四年六月三十日 

大分県規則第三十四号 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則をここに公布する。 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和三年法律第三十四

号。以下「法」という。）及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令

和三年／農林水産省／国土交通省／令第六号。以下「省令」という。）の施行に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。 

（書類等の経由） 

第三条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類等は、提出に係る畜舎等の

所在地を所轄する振興局を経由しなければならない。ただし、農林水産省共通申請サービ

スにより当該書類等を知事に提出する場合は、この限りでない。 

（知事が必要と認める図書等） 

第四条 省令第六十四条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。 

一 法第三条第三項第一号の要件を満たしていることを証する図書 

二 農林水産省が策定する環境と調和のとれた農業生産活動規範に係る点検シート（家畜

の飼養・生産） 

三 特例畜舎等以外の畜舎等に係る畜舎建築利用計画が法第三条第三項第四号に適合す

るものであることについて、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第七十七条の

五十八第一項の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると知事が

認める者（第七条において「建築基準適合判定資格者等」という。）がこれに適合した

ことを証する図書又は書類 

四 確認書（第一号様式及び第二号様式） 

五 その他知事が特に必要と認める図書 

（知事が不要と認める図書） 

第五条 省令第六十四条第二項の知事が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。 

一 前条第三号に掲げる図書を添付する場合にあっては、省令別表第三から別表第八まで
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の各項に掲げる図書。ただし、次に掲げる図書を除く。 

イ 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第七条第一項に規定する消防長又は消防

署長の同意を得るために必要な図書として知事が別に定めるもの 

ロ 次条第一項の認定に係る申請をする者にあっては、当該申請をするために必要な図

書 

二 その他知事が不要と認める図書 

（接道の認定） 

第六条 省令第四十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、知事に対し、認定

申請書（第三号様式）の正本及び副本に、知事が必要と認める書類を添えて提出しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしたときは、認定通知書（第四号様

式）を申請者に交付するものとする。この場合において、当該認定に係る申請が前項の認

定申請書を用いてされたときは、認定通知書に当該認定申請書及び添付書類の写しを添付

するものとする。 

３ 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしないときは、不認定通知書（第五

号様式）を申請者に交付するものとする。 

（仮使用の認定に係る知事が必要と認める図書及び書類） 

第七条 省令第七十六条第一項に規定する知事が必要と認める図書及び書類は、仮使用の認

定を受けようとする認定畜舎等又はその部分が、建築基準法第七条の六第一項第二号の国

土交通大臣が定める基準等を定める件（平成二十七年国土交通省告示第二百四十七号）第

一に定める基準に適合することについて、建築基準適合判定資格者等がこれに適合したこ

とを証する図書又は書類とする。 

（承継の認可） 

第八条 知事は、法第十条第一項から第三項までの認可をしたときは、認可通知書（第六号

様式）を申請者に交付するものとする。 

２ 知事は、法第十条第一項から第三項までの認可をしないときは、不認可通知書（第七号

様式）を申請者に交付するものとする。 

（利用状況の報告） 

第九条 省令第九十一条の知事の定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲

げる日とする。 

一 初回の報告 認定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して四年目の年度の六
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月三十日 

二 二回目以降の報告 前回報告を行った日の属する年度から起算して五年目の年度の

六月三十日 

（雑則） 

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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